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平成２７年８月７日 
海事局 海洋・環境政策課 
総合政策局 海洋政策課 

  
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令について 

 
１．背景 

海洋汚染防止条約（マルポール条約）の附属書Ⅵ（船舶による大気汚染の防止の

ための規則）では、船舶から放出される二酸化炭素や窒素酸化物等による大気汚染

の防止のために必要な規制を定めている。 
今般、国際海事機関において附属書Ⅵの改正案が採択されたことを受け、我が国

においても当該改正内容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する

法律施行令（昭和４６年政令第２０１号）について所要の改正を行う。 
 
２．概要 
（１）北米海域及び米国カリブ海海域における窒素酸化物の放出量に係る規制強化 

船舶に設置される原動機からの窒素酸化物の放出量に係る基準については、附属

書Ⅵの改正によって北米海域及び米国カリブ海海域でのみ強化されることとなって

いる。これを受けて、同海域と従前の基準が引き続き適用されるそれ以外の海域に

おいて、それぞれの海域区分に対しての基準値を定める。 
 

（２）米国カリブ海海域の座標の修正 
今般、国際海事機関の事務局による条約の誤記訂正に伴い、米国カリブ海海域を

指定する座標の記載を修正する。 
 
３．スケジュール 
    閣 議： 平成２７年８月７日（金） 
  公 布： 平成２７年８月１２日（水） 
  施 行： 平成２７年９月１日（火） 

 
以上 

 
＜問合せ先＞ 
（全般、窒素酸化物関係） 

国土交通省海事局海洋・環境政策課 中尾 03-5253-8111（内線 43-927） 
（座標修正関係） 

国土交通省総合政策局海洋政策課  岸本 03-5253-8111（内線 24-365）  
 

 


